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12月17日
（火曜日）
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火
・
金
曜
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発
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憩
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生
活
保
護
法
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規
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づ
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位
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指
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建
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課
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○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
二
件
）
（
商
政
課
）

三

…
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…
…
…
…
…
…
…

○
人
委
規
則

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則

七
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…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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一
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…
…
…
…
…

○
人
委
細
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則

一
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
二
十
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
知
事
が
任
命
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下

単
に
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
、
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
十
一
号
）
及
び
会
計
年
度

任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

七
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
）

第
二
条

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
と
す
る
。

一

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

二

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
四
十
五
分
ま
で

⚒

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正

午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

（
休
憩
時
間
）

第
三
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
憩
時
間
は
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
の
特
例
）

第
四
条

勤
務
条
件
の
特
殊
性
に
よ
り
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
難
い
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時

間
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
所
属
長
が
知
事
の
承
認
を
受
け
て
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条

所
属
長
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
（
そ
の
勤
務
時
間
が
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
勤

務
時
間
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
知
事
が
別
に
定
め
る
特
定
の
時
刻
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

⚒

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
規
則
第
六
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
職
員
（
」
の
下
に
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
」
を
加
え
る
。一
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告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

ハ
ー
モ
ニ
ー
歯
科
こ
ど
も
歯
科

山
口
市
黄
金
町
一
二
番
三
号

令
和
元
、

九
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

か
と
う
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

下
松
市
瑞
穂
町
一
丁
目
七
番
二
四
号

令
和
元
、

一
一
、

七

ハ
ー
モ
ニ
ー
歯
科
こ
ど
も
歯
科

山
口
市
黄
金
町
一
二
番
三
号

〃

一
〇
、

一

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
上
小
川
西
分
字
土
居
西
三
九
五
〇
、
三
九
五
二
、
三
九
五
三
、
三
九
五
五
、
三
九
五

六
、
三
九
五
七
の
二
、
三
九
五
八
の
二
、
字
山
崎
一
〇
二
三
五
、
一
〇
二
三
六
、
一
〇
二
四
一
の

一
、
一
〇
二
四
三
、
一
〇
二
四
四

岩
国
市
周
東
町

越
字
音
石
二
八
七
三
、
二
八
七
四
、
一
〇
六
二
七
、
一
〇
六
六
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

岩
国
市
周
東
町

越
字
音
石
二
八
七
三
・
二
八
七
四
・
一
〇
六
二
七
・
一
〇
六
六
七
（
以
上

四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

美
祢
油
谷
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

二
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長
門
市
俵
山
字
頭
振
一
二
三
七
七
の
一
八

地
先
か
ら

同
市
俵
山

同
字
一
二
三
七
六
の
一
地
先

ま
で

旧

最
狭

三
三
・
二

最
広

五
五
・
五

四
八
・
八

新

最
狭

二
九
・
二

最
広

三
三
・
八

四
八
・
八

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
望
町
三
丁
目
一
一
四
二
の
一
五

四
・
〇

三
四
・
八
令
和
元
、

一
二
、

五

公

告

（
一
九
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
光
市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
室
積
店

所
在
地

光
市
新
開
二
丁
目
一
番
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

〃

〃

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

浅
江
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

光
市
浅
江
四
丁
目
四
〇
三
〇
の
三

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

島
根
県
益
田
市
下
本
郷
町
二
〇
六
の
五

飯
塚

正

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
大
創
産
業

矢
野

博
丈

矢
野

靖
二

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
一
日

二
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一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

浅
江
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

光
市
浅
江
四
丁
目
四
〇
三
〇
の
三

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

島
根
県
益
田
市
下
本
郷
町
二
〇
六
の
五

飯
塚

正

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

〃

〃

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

レ
ッ
ツ
光
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

光
市
浅
江
三
丁
目
二
二
番
一
〇
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ミ
コ
ー
食
品

岩
国
市
周
東
町
上
久
原
三
二
四
の
五

松
田

清
治

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

野
中

正
人

北
島

常
好

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
二
月
二
十
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

レ
ッ
ツ
光
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

光
市
浅
江
三
丁
目
二
二
番
一
〇
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ミ
コ
ー
食
品

岩
国
市
周
東
町
上
久
原
三
二
四
の
五

松
田

清
治

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

加
栗

章
男

平
尾

健
一

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

（
一
九
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
二
年
四
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
下
松
市
経
済
部
産
業
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
末
武
店

所
在
地

下
松
市
大
字
末
武
上
一
六
七
〇
の
一

四
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二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
駒
屋

─
─

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
末
武
店

所
在
地

下
松
市
大
字
末
武
上
一
六
七
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
矢

─
─

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
末
武
店

所
在
地

下
松
市
大
字
末
武
上
一
六
七
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

名
称

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク
ス

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク
ス
・

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
末
武
店

所
在
地

下
松
市
大
字
末
武
上
一
六
七
〇
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ミ
ス
タ
ー
マ
ッ
ク

ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

福
岡
市
東
区
松
田
一
丁
目
五
番
七
号

平
野

能
章

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一

四
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大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

〃

〃

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
下
松
山
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

下
松
市
大
字
山
田
一
五
六
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ナ
フ
コ

北
九
州
市
小
倉
北
区
魚
町
二
丁
目
六
番
一
〇
号

石
田

卓
巳

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン
ヘ

ル
ス
ケ
ア

株
式
会
社
コ
コ
カ
ラ

フ
ァ
イ
ン
ヘ
ル
ス
ケ
ア

─
─

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

─
─

株
式
会
社
岩
崎
宏
健
堂

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

〃

─
─

周
南
市
下
一
の
井
手
五

六
三
六
の
五

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

〃

─
─

上
野
山
孝
誠

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
十
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
下
松
山
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

下
松
市
大
字
山
田
一
五
六
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ナ
フ
コ

北
九
州
市
小
倉
北
区
魚
町
二
丁
目
六
番
一
〇
号

石
田

卓
巳

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
和
シ
ス
テ
ム

─
─

四

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
下
松
山
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

下
松
市
大
字
山
田
一
五
六
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株

式
会
社

広
島
市
南
区
段
原
南
一
丁
目
三
番
五
二
号

平
尾

健
一

株
式
会
社
ナ
フ
コ

北
九
州
市
小
倉
北
区
魚
町
二
丁
目
六
番
一
〇
号

石
田

卓
巳

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

加
栗

章
男

平
尾

健
一

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
西
日
本
株
式
会

社

〃

〃

四

届
出
年
月
日
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令
和
元
年
十
一
月
七
日

五

変
更
年
月
日

令
和
元
年
九
月
十
日

人
事
委
員
会

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
口

県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
単
に
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
、

休
日
及
び
休
暇
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
一
週
間
の
勤
務
時
間
）

第
二
条

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任

用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
三
十
八

時
間
四
十
五
分
に
満
た
な
い
範
囲
内
で
、
任
命
権
者
が
別
に
定
め
る
。

⚒

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
時
間
は
、
一
週
間
に
つ
き
三
十
八
時
間
四
十
五
分
と
す
る
。
た
だ
し
、
特

別
の
勤
務
に
従
事
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
一
週
間
当
た
り
三
十
八

時
間
四
十
五
分
と
す
る
。

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
）

第
三
条

日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
、
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
日
に
加
え
て
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

⚒

任
命
権
者
は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分

の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て

は
、
一
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
日
に
つ
き
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
勤
務

時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

任
命
権
者
は
、
公
務
の
運
営
上
の
事
情
に
よ
り
特
別
の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ

る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割

振
り
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚒

条
例
第
四
条
第
二
項
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
山
口

県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員

（
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
給
与
、
費
用
弁
償
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
山
口
県
条

例
第
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
（
以
下
単
に
「
会
計
年
度
任
用
学
校

職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

八
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
週
休
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
条
例

第
四
条
第
二
項
中
「
、
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
職
員
」
と
、
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
」
と
、
同
規
則
第
三
条
第
三
項
中
「
教
育
委
員
会
」

と
あ
る
の
は
「
教
育
委
員
会
（
市
町
立
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
市
町
教
育
委
員

会
）
」
と
、
「
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
（
市
町
立
学

校
に
勤
務
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
基
準
に
従
っ

て
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
週
休
日
の
振
替
）

第
五
条

任
命
権
者
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
第
三
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
週

休
日
と
さ
れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
条
第
二

項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
勤

務
日
」
と
い
う
。
）
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務

す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
の
振
替
」
と
い

う
。
）
が
で
き
る
。

⚒

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
週
休
日
の
振
替
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
常
勤
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ

る
。

（
休
憩
時
間
）

第
六
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
監
視
又
は
断
続
的
労
働
）

七
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第
七
条

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
三
号
の
許
可
を
受
け
た

監
視
又
は
断
続
的
労
働
に
従
事
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
当
該
監
視
又
は
断
続
的
労
働
に
係
る
勤

務
時
間
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が
別
に
定
め
る
。

（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
）

第
八
条

任
命
権
者
は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
常
勤
職
員
の
例
に

よ
り
、
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
（
以
下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い

う
。
）
以
外
の
時
間
に
お
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
前
条
の
監
視
又
は
断
続
的
労
働
以
外
の
勤

務
を
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
休
日
）

第
九
条

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
祝
日
法
に
よ
る
休
日
」
と
い
う
。
）
に
は
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と

を
命
ぜ
ら
れ
る
者
を
除
き
、
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
十
二
月

二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
祝
日
法
に
よ
る
休
日
を
除
く
。
以
下
「
年
末
年
始
の

休
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
休
日
の
代
休
日
）

第
十
条

任
命
権
者
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
休
日
」
と
総
称
す
る
。
）
で
あ
る
勤
務
日
等
(第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
一

項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
（
以
下
「
休
日
の
全
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
特
に
勤

務
す
る
こ
と
を
命
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
休
日
前
に
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
日
（
以
下
「
代
休
日
」

と
い
う
。
）
と
し
て
、
当
該
休
日
後
の
勤
務
日
等
(休
日
を
除
く
。
)を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚒

前
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
休
日

の
全
勤
務
時
間
を
勤
務
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
代
休
日
に
は
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら

れ
る
と
き
を
除
き
、
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

⚓

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
代
休
日
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
年
次
有
給
休
暇
）

第
十
一
条

会
計
年
度
任
用
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
は
、
一
の
年
度
ご
と
に
お
け
る
休
暇
と
し
、
そ
の

日
数
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
会
計
年
度
任
用
職
員

別
表
第
一
の

上
欄
に
掲
げ
る
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い

る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
一
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
）
ご
と

に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
任
期
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
定
め
る
日
数

二

任
期
の
満
了
後
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
採
用
前
か
ら
継
続
勤
務
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
又
は
任
期
が
更
新
さ
れ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

当
該
採
用
前
又
は
当
該
更
新
前
の
任
期
の
初
日
か
ら
当
該
採
用
後
又
は
当
該
更
新
後
の

任
期
の
末
日
ま
で
の
期
間
を
前
号
の
任
期
と
み
な
し
て
同
号
の
規
定
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
日
数

（
当
該
年
度
に
お
い
て
同
号
又
は
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
付
与
さ
れ
た
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数
（
当
該
日
数
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、

零
）
）

三

任
期
の
満
了
後
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
採
用
前
か
ら
継
続
勤
務
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
又
は
任
期
が
更
新
さ
れ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
（
複
数
年
度
に
わ
た
り
継
続
勤
務

す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数

（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
一
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
）
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
継
続
勤
務
の

期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
現
年
度
ま
で
の
年
度
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に

定
め
る
日
数
（
当
該
年
度
に
お
い
て
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
付
与
さ
れ
た
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数
（
当
該
日
数
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、

零
）
）

⚒

任
命
権
者
は
、
年
次
有
給
休
暇
を
会
計
年
度
任
用
職
員
の
請
求
す
る
時
期
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
請
求
さ
れ
た
時
期
に
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨

げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
時
期
に
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚓

年
次
有
給
休
暇
の
単
位
は
、
一
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
一
時
間
を
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⚔

一
時
間
を
単
位
と
し
て
使
用
し
た
年
次
有
給
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
は
、
当
該
年
次
有
給
休

暇
を
使
用
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
の
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
を
も
っ
て
一
日
と
す
る
。

⚕

年
次
有
給
休
暇
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
二
十
日
を
限
度

と
し
て
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。

⚖

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
度
の
中
途
に
お
い
て
付
与
さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
の
繰
越
し
に

つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が
別
に
定
め
る
。

（
年
次
有
給
休
暇
以
外
の
休
暇
）

第
十
二
条

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
、
当
該
各

号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一

会
計
年
度
任
用
職
員
が
選
挙
権
そ
の
他
公
民
と
し
て
の
権
利
を
行
使
す
る
場
合
で
、
そ
の
勤
務

し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

二

会
計
年
度
任
用
職
員
が
裁
判
員
、
証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
等
と
し
て
国
会
、
裁
判
所
、
地
方

公
共
団
体
の
議
会
そ
の
他
官
公
署
へ
出
頭
す
る
場
合
で
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

八
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三

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
場
合
で
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き

七
日
の
範
囲
内
の
期
間

イ

会
計
年
度
任
用
職
員
の
現
住
居
が
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
場
合
で
、
当
該
会
計
年
度
任
用

職
員
が
そ
の
復
旧
作
業
等
を
行
い
、
又
は
一
時
的
に
避
難
し
て
い
る
と
き
。

ロ

会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
生
活
に

必
要
な
水
、
食
料
等
が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
場
合
で
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
に
は

そ
れ
ら
の
確
保
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

四

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
又
は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
よ
り
出
勤
す
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

五

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
又
は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
際
し
て
、
会
計
年
度
任
用
職

員
が
退
勤
途
上
に
お
け
る
身
体
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

六

会
計
年
度
任
用
職
員
の
親
族
（
別
表
第
三
の
親
族
欄
に
掲
げ
る
親
族
に
限
る
。
）
が
死
亡
し
た

場
合
で
、
会
計
年
度
任
用
職
員
が
葬
儀
、
服
喪
そ
の
他
の
親
族
の
死
亡
に
伴
い
必
要
と
認
め
ら
れ

る
行
事
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

親
族
に
応
じ
同
表
の

日
数
欄
に
掲
げ
る
連
続
す
る
日
数
（
葬
儀
の
た
め
遠
隔
の
地
に
赴
く
場
合
に
あ
っ
て
は
、
往
復
に

要
す
る
日
数
を
加
え
た
日
数
）
の
範
囲
内
の
期
間

七

会
計
年
度
任
用
職
員
が
結
婚
す
る
場
合
で
、
結
婚
式
、
旅
行
そ
の
他
の
結
婚
に
伴
い
必
要
と
認

め
ら
れ
る
行
事
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

結
婚
の
日
の

五
日
前
の
日
か
ら
当
該
結
婚
の
日
後
一
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
連
続
す
る
五
日
の

範
囲
内
の
期
間

⚒

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定

め
る
期
間
の
無
給
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
女
子

の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
申
し
出
た
場
合

出
産
の
日
ま
で
の
申
し
出
た
期
間

二

女
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
出
産
し
た
場
合

出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
八
週
間
を
経
過
す
る

日
ま
で
の
期
間
（
産
後
六
週
間
を
経
過
し
た
女
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
就
業
を
申
し
出
た
場

合
に
お
い
て
医
師
が
支
障
が
な
い
と
認
め
た
業
務
に
就
く
期
間
を
除
く
。
）

三

生
後
一
年
に
達
し
な
い
子
（
条
例
第
三
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ

れ
る
者
を
含
む
。
第
五
号
イ
及
び
ハ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
育
て
る
会
計
年
度
任
用
職
員

が
、
そ
の
子
の
保
育
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
授
乳
等
を
行
う
場
合

一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ

三
十
分
の
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

四

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
一
週
間
の
勤
務
日
が
三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計

年
度
任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員

で
一
年
間
の
勤
務
日
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
っ
て
、
六
月
以
上
継

続
勤
務
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
若

し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
又
は
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て

予
防
接
種
又
は
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
）
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
そ
の
養
育
す
る
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間
（
勤
務
日
ご
と

の
勤
務
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
一
日
当

た
り
の
勤
務
時
間
数
に
五
（
そ
の
養
育
す
る
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
二
人
以

上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
）
を
乗
じ
て
得
た
時
間
以
内
の
期
間
）

五

次
に
掲
げ
る
者
（
ハ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む

の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
、
要
介
護
者
の
通
院
等
の
付

添
い
、
要
介
護
者
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
手
続
の
代
行
そ
の
他
の
要

介
護
者
の
必
要
な
世
話
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
要
介
護
者
が
二
人
以
上
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会

計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
に
五
（
要
介

護
者
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
）
を
乗
じ
て
得
た
時
間
以
内
の
期
間
）

イ

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
及
び
配
偶
者
の
父
母

ロ

祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹

ハ

父
母
の
配
偶
者
、
配
偶
者
の
父
母
の
配
偶
者
、
子
の
配
偶
者
及
び
配
偶
者
の
子

六

要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
指
定
期
間
（
任
命
権
者
が
、
当
該
会
計
年
度

任
用
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
当
該
要
介
護
者
ご
と
に
、
三
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
九

十
三
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
定
に
係
る
申
出
の

時
点
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
介
護
を
す
る
た
め
、
指
定

期
間
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

指
定
期
間
内
に
お
い

て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

イ

一
週
間
の
勤
務
日
が
三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に

よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
一
年
間
の
勤
務
日
が
百
二
十
一
日

以
上
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

ロ

任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以
下
「
特
定
職
」
と
い
う
。
）
に
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間

八
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が
一
年
以
上
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

ハ

指
定
期
間
の
指
定
を
希
望
す
る
期
間
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
三
日
を
経
過
す
る
日
か
ら

六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
任
期
（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後

の
も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及
び
特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い

会
計
年
度
任
用
職
員

七

要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
初
め
て
こ
の
号
の
規
定
に
よ
る
休
暇
の
承
認

を
請
求
す
る
時
点
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
介
護
を
す
る

た
め
、
当
該
要
介
護
者
ご
と
に
、
連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係
る
指
定
期
間
と

重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

当
該
連
続
す
る
三
年
の
期
間
内
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
二
時

間
（
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十

五
分
を
減
じ
て
得
た
時
間
が
二
時
間
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
減
じ
て
得
た
時
間
）
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

イ

一
週
間
の
勤
務
日
が
三
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に

よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
一
年
間
の
勤
務
日
が
百
二
十
一
日

以
上
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

ロ

一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
六
時
間
十
五
分
以
上
で
あ
る
勤
務
日
が
あ
る
会
計
年

度
任
用
職
員

ハ

特
定
職
に
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員

八

女
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
生
理
日
に
勤
務
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合

必
要
と
認

め
ら
れ
る
期
間

九

女
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
規
定
に

よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基
づ
く
指
導
事
項
を
守
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

十

会
計
年
度
任
用
職
員
が
公
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務

し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

十
一

会
計
年
度
任
用
職
員
（
そ
の
任
期
が
六
月
以
上
の
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
六
月
以
上
継
続

勤
務
し
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会

計
年
度
任
用
職
員
で
一
年
間
の
勤
務
日
が
四
十
七
日
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

が
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
（
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

一
の
年
度
に
お
い
て
別
表
第
四
の
上

欄
に
掲
げ
る
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る

会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
一
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
）
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
日
数
の
範
囲
内
の
期
間

十
二

会
計
年
度
任
用
職
員
が
骨
髄
移
植
の
た
め
の
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血

し
ょ
う

幹
細
胞
移
植
の
た
め
の

末
梢
血
幹
細
胞
の
提
供
希
望
者
と
し
て
そ
の
登
録
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
登
録
の
申
出
を
行

い
、
又
は
配
偶
者
、
父
母
、
子
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
に
、
骨
髄
移
植
の
た
め
骨
髄
若
し
く
は

末
梢
血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
末
梢
血
幹
細
胞
を
提
供
す
る
場
合
で
、
当
該
申
出
又
は
提
供
に
伴
い

必
要
な
検
査
、
入
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

必
要

と
認
め
ら
れ
る
期
間

十
三

妊
娠
中
又
は
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
第
九
号
の
保
健
指
導

又
は
健
康
診
査
を
受
け
る
場
合

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

十
四

妊
娠
中
の
女
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
、

母
体
又
は
胎
児
の
健
康
の
保
持
に
影
響
を
与
え
る
程
度
で
あ
る
場
合

一
日
を
通
じ
て
一
時
間
の

範
囲
内
の
期
間

⚓

前
項
第
六
号
の
申
出
及
び
指
定
期
間
の
指
定
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
常
勤
職
員
の
例
に
よ
る
。

⚔

第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
休
暇
に
つ
い
て
は
、
常

勤
職
員
の
例
に
よ
り
、
任
命
権
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
）

第
十
三
条

語
学
指
導
等
を
行
う
外
国
青
年
招
致
事
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
業
に
よ
り
招
致
し
た

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
が
別
に
定
め
る
。

（
市
町
立
学
校
に
勤
務
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
四
条

会
計
年
度
任
用
学
校
職
員
の
う
ち
、
市
町
立
学
校
に
勤
務
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ

い
て
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一

条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
（
第
二
項
第
六
号
ロ
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
任
命
権
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
市
町
教
育
委
員
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）

一
週
間
の
勤

務
日
の
日
数
一
年
間
の
勤

務
日
の
日
数

日

数

六
月
を
超
え

一
年
以
下
の

任
期

五
月
を
超
え

六
月
以
下
の

任
期

四
月
を
超
え

五
月
以
下
の

任
期

三
月
を
超
え

四
月
以
下
の

任
期

二
月
を
超
え

三
月
以
下
の

任
期

一
月
を
超
え

二
月
以
下
の

任
期

五
日
以
上

二
百
十
七
日

以
上

十
日

七
日

五
日

三
日

二
日

一
日

四
日

百
六
十
九
日

か
ら
二
百
十

六
日
ま
で

七
日

五
日

三
日

二
日

一
日

零
日

一
〇
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三
日

百
二
十
一
日

か
ら
百
六
十

八
日
ま
で

五
日

四
日

二
日

一
日

一
日

零
日

二
日

七
十
三
日
か

ら
百
二
十
日

ま
で

三
日

二
日

一
日

一
日

零
日

零
日

一
日

四
十
八
日
か

ら
七
十
二
日

ま
で

一
日

一
日

一
日

零
日

零
日

零
日

備
考

一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
が
四
日
以
下
で
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
二
十
九
時
間
以
上
で
あ
る
会
計
年

度
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
が
五
日
以
上
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
と
み

な
し
て
、
こ
の
表
を
適
用
す
る
。

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
）

一
週
間
の
勤

務
日
の
日
数
一
年
間
の
勤

務
日
の
日
数

日

数

二
年
度

三
年
度

四
年
度

五
年
度

六
年
度

七
年
度
以
上

五
日
以
上

二
百
十
七
日

以
上

十
一
日

十
二
日

十
四
日

十
六
日

十
八
日

二
十
日

四
日

百
六
十
九
日

か
ら
二
百
十

六
日
ま
で

八
日

九
日

十
日

十
二
日

十
三
日

十
五
日

三
日

百
二
十
一
日

か
ら
百
六
十

八
日
ま
で

六
日

六
日

八
日

九
日

十
日

十
一
日

二
日

七
十
三
日
か

ら
百
二
十
日

ま
で

四
日

四
日

五
日

六
日

六
日

七
日

一
日

四
十
八
日
か

ら
七
十
二
日

ま
で

二
日

二
日

二
日

三
日

三
日

三
日

備
考

別
表
第
一
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

別
表
第
三
（
第
十
二
条
関
係
）

親

族

日

数

配
偶
者

七
日

父
母

子

五
日

祖
父
母

三
日
（
会
計
年
度
任
用
職
員
が
代
襲
相
続
し
、
祭
具
等
の
承
継
を
受
け

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
日
）

孫

一
日

兄
弟
姉
妹

三
日

お
じ
又
は
お
ば

一
日
（
会
計
年
度
任
用
職
員
が
代
襲
相
続
し
、
祭
具
等
の
承
継
を
受
け

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
日
）

父
母
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
の
父
母

三
日
（
会
計
年
度
任
用
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
七
日
）

子
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
の
子

一
日
（
会
計
年
度
任
用
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
五
日
）

祖
父
母
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
の
祖

父
母

一
日
（
会
計
年
度
任
用
職
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
三
日
）

兄
弟
姉
妹
の
配
偶
者
又
は
配
偶
者
の

兄
弟
姉
妹

お
じ
又
は
お
ば
の
配
偶
者

一
日

別
表
第
四
（
第
十
二
条
関
係
）

一
週
間
の
勤
務
日
の
日
数

一
年
間
の
勤
務
日
の
日
数

日

数

五
日
以
上

二
百
十
七
日
以
上

十
日

四
日

百
六
十
九
日
か
ら
二
百
十
六
日
ま

で

七
日

三
日

百
二
十
一
日
か
ら
百
六
十
八
日
ま

で

五
日

二
日

七
十
三
日
か
ら
百
二
十
日
ま
で

三
日

一
日

四
十
八
日
か
ら
七
十
二
日
ま
で

一
日

備
考

別
表
第
一
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 一

〇
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令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

（
以
下
単
に
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
選
考
は
、
当
該
選
考
に
係
る
職
の
職
務
を
遂

行
す
る
能
力
及
び
当
該
選
考
に
係
る
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
選
考
の
基
準
に
よ

り
判
定
す
る
も
の
と
し
、
必
要
に
応
じ
、
面
接
、
経
歴
評
定
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
る
も
の
と
す

る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
選
考
の
基
準
は
、
当
該
選
考
の
対
象
と
な

る
職
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
、
経
験
、
技
能
等
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
二
条
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
六
月
間
」
と
あ
る

の
は
「
一
月
間
」
と
、
「
九
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
日
」
と
、
「
条
件
付
採
用
の
期
間
の
開
始

後
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
」
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
欠
員
を

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
。
）
」
の
下
に
「
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
へ
の
採
用
の
選
考
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
翌
月
十
日
」
を
「
翌
月
末
日
」
に
改
め
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

九

会
計
年
度
任
用
職
員
の
職

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
細
則
第
二
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
細
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
口
県
人
事
委
員
会
細
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
（
別
記
第
十
号
様
式
）
」
の
下
に
「
又
は
会
計
年
度
任
用
職
員
採
用
選
考
結
果
報
告

書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
」
を
加
え
る
。

別
記
第
十
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

一
二
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第
11号
様
式
（
第
11条
関
係
）会
計
年
度
任
用
職
員
採
用
選
考
結
果
報
告
書

文
書
番
号

日
付

年
月

日

山
口
県
人
事
委
員
会
委
員
長
様

任
命
権
者
 

年
月
中
に
お
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
採
用
選
考
の
結
果
を
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

記

氏
名

所
属
部
課
所

職
務
内
容

任
期

区
分

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・

フ
ル
タ
イ
ム
）

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

附

則

こ
の
細
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
二
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令
和
元
年
十
二
月
十
七
日
印
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発
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所
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令
和
元
年
十
二
月
十
七
日
発
行

発
行
人
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知
事


